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(57)【要約】
【課題】発電機を冷却する際の作動媒体の流通抵抗を抑
制しつつ簡易な構成で発電機の冷却を行うことができる
発電装置を提供する。
【解決手段】発電装置２は、膨張機１４と、膨張機１４
によって駆動される発電機ロータ３８、及び、発電機ロ
ータ３８の径方向外側に配置されるステータ４０を有す
る発電機１６と、膨張機１４を収容する膨張機収容室１
２ａ、及び、発電機１６を収容する発電機収容室１２ｂ
を有するケーシング１２と、を備える。ケーシング１２
は、膨張機収容室１２ａのうち膨張機１４により作動媒
体を漸次膨張させる膨張室４４と、発電機収容室１２ｂ
のうち発電機１６よりも前方に位置する発電機前方部１
２ｃとを連通する第１連通部５３と、膨張室４４よりも
下流側の部位であって発電機１６に対して膨張室４４側
に位置する部位と発電機前方部１２ｃとを連通する第２
連通部５４と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　膨張機と、
　前記膨張機によって駆動されるロータ、及び、前記ロータの径方向外側に配置されるス
テータを有する発電機と、
　前記膨張機を収容する膨張機収容室、及び、前記発電機を収容する発電機収容室を有す
るケーシングと、
を備え、
　前記ケーシングが、
　前記膨張機収容室のうち前記膨張機により作動媒体を漸次膨張させる膨張室と、前記発
電機収容室のうち前記発電機よりも前方に位置する発電機前方部とを連通する第１連通部
と、
　前記膨張室よりも下流側の部位であって前記発電機に対して前記膨張室側に位置する部
位と前記発電機前方部とを連通する第２連通部と、
を備える発電装置。
【請求項２】
　前記ステータのコイルは、前記発電機前方部内で作動媒体が流れる流路に面している請
求項１に記載の発電装置。
【請求項３】
　前記ケーシングは、前記ステータの後方に位置し、径方向内側に突出する段差部を備え
、
　前記ステータのステータコアは、
　前記ケーシングの内周面に径方向に当接する径方向当接部と、
　前記段差部と軸方向に当接する軸方向当接部と、
を備える請求項２に記載の発電装置。
【請求項４】
　前記膨張室よりも下流側の部位は、前記膨張機の吐出室である請求項１から３の何れか
１項に記載の発電装置。
【請求項５】
　作動媒体を蒸発させる蒸発器と、
　請求項１から４の何れか１項に記載の発電装置と、
　前記発電装置の前記膨張機によって膨張した作動媒体を凝縮させる凝縮器と、
　前記凝縮器で凝縮した作動媒体を前記蒸発器に導入させるポンプと、を備えている発電
システム。
【請求項６】
　前記発電システムは、車載用のシステムである請求項５の発電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発電装置及び発電システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、下記特許文献１及び２に開示されているように、作動媒体で膨張機を駆動し、膨
張機に直結された発電機で発電を行う発電装置が知られている。特許文献１に開示された
発電装置では、凝縮器で凝縮した作動媒体を発電機の冷却器に導く冷却用配管が設けられ
ている。これによって発電機の効率的な冷却が可能となっている。しかしながら、作動媒
体を発電機の冷却器に導くための冷却用配管が必要になるという問題がある。これに対し
、特許文献２に開示された発電装置では、冷却用配管を設けることなく、発電機の冷却が
可能となっている。すなわち、特許文献２の発電装置では、膨張機と発電機がケーシング
内に収容された構成となっており、このケーシングには、膨張機を収容する第１空間と、



(3) JP 2014-185609 A 2014.10.2

10

20

30

40

50

発電機を収容する第２空間とに仕切る隔壁部が設けられている。そして、隔壁部には、第
１空間と第２空間とを連通させる連通部が形成されている。連通部は、膨張機によって膨
張した作動媒体が吐出される吐出口から第２空間に向かって延びている。これにより、第
１空間内で膨張機によって膨張された作動媒体が連通部を通して第２空間に導入される。
第２空間には、発電機が収容されているが、この発電機を挟んで連通部と反対側に、作動
媒体の排出部が設けられている。このため、連通部を通して第２空間内に導入された作動
媒体は、発電機内（例えばステータとロータとの間の間隙）を通過して、排出部からケー
シングの外部に排出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３５３５７１号公報
【特許文献２】特開２０１２－１４７５６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献２に開示された発電装置では、冷却用配管を設けることなく、発電機の冷却が
可能となっているが、以下の問題点が残されている。すなわち、この発電装置では、作動
媒体が発電機内（例えばステータとロータとの間の間隙）を通過するように構成されてい
るため、作動媒体の流通抵抗が増大し、発電効率が低下するという問題がある。また、万
が一、作動媒体に異物が含まれている場合には、異物が発電機のロータとステータとの間
のギャップに入り込んでしまうという問題もある。
【０００５】
　そこで、本発明は、前記従来技術を鑑みてなされたものであり、その目的とするところ
は、発電機を冷却する際の作動媒体の流通抵抗を抑制しつつ簡易な構成で発電機の冷却を
行うことができる発電装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記の目的を達成するため、本発明は、膨張機と、前記膨張機によって駆動されるロー
タ、及び、前記ロータの径方向外側に配置されるステータを有する発電機と、前記膨張機
を収容する膨張機収容室、及び、前記発電機を収容する発電機収容室を有するケーシング
と、を備え、前記ケーシングが、前記膨張機収容室のうち前記膨張機により作動媒体を漸
次膨張させる膨張室と、前記発電機収容室のうち前記発電機よりも前方に位置する発電機
前方部とを連通する第１連通部と、前記膨張室よりも下流側の部位であって前記発電機に
対して前記膨張室側に位置する部位と前記発電機前方部とを連通する第２連通部と、を備
える発電装置である。
【０００７】
　本発明では、膨張室と発電機収容室とが第１連通部によって連通する。一方、発電機収
容室と膨張室よりも下流側の部位とが第２連通部によって連通している。膨張室よりも下
流側の部位は、膨張過程の途中にある膨張室内よりも低圧となっているため、両者の圧力
差によって、膨張室内の作動媒体が第１連通部を通して発電機収容室に流れ、その後、第
２連通部を通して膨張室よりも下流側の部位に流れる。このため、発電機収容室内の作動
媒体によって発電機を冷却することができる。したがって、冷却用の配管を新たに設ける
ことなく簡易な構成で、作動媒体による発電機の冷却が可能となっている。また、第２連
通部が発電機に対して膨張室側に位置し且つ膨張室よりも下流側の部位と、発電機前方部
とを連通しているため、作動媒体は、発電機内を流れることなく（或いは発電機内を流れ
ることがあったとしても僅かに）発電機収容室内を流れる。このため、発電機収容室内を
流れる際の作動媒体の流通抵抗が大きくならない。したがって、前記圧力差によって作動
媒体を有効に流動させることができ、発電効率が低下することを防止することができる。
しかも、作動媒体が発電機内を流れることがなく、或いは発電機内を流れることがあった
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としても僅かであるため、異物が作動媒体に含まれている場合であっても、発電機内に異
物が入り込む虞は少ない。
【０００８】
　ここで、前記ステータのコイルは、前記発電機前方部内で作動媒体が流れる流路に面し
ていてもよい。この態様では、ステータのコイルが作動媒体の流路に面しているため、発
熱しやすいコイルを効率的に冷却することができる。
【０００９】
　前記ケーシングは、前記ステータの後方に位置し、径方向内側に突出する段差部を備え
ていてもよい。この場合、前記ステータのステータコアは、前記ケーシングの内周面に径
方向に当接する径方向当接部と、前記段差部と軸方向に当接する軸方向当接部と、を備え
ていてもよい。
【００１０】
　この態様では、ステータコアの熱がケーシングに直接伝わるが、この熱はケーシングを
通して放熱させることができる。
【００１１】
　また、ケーシングに段差部を設けることにより、軸方向におけるステータの位置決めを
容易に行うことができる。段差部の軸方向の位置を調整することにより、流路の幅の設計
が容易となる。
【００１２】
　前記膨張室よりも下流側の部位は、前記膨張機の吐出室であってもよい。この態様では
、第２連通部が発電機収容室と吐出室を連通する構成となるため、ケーシング内の構成が
複雑化することを抑制でき、コスト面で有利となる。
【００１３】
　本発明は、作動媒体を蒸発させる蒸発器と、前記発電装置と、前記発電装置の前記膨張
機によって膨張した作動媒体を凝縮させる凝縮器と、前記凝縮器で凝縮した作動媒体を前
記蒸発器に導入させるポンプと、を備えている発電システムである。本発明では、蒸発器
、膨張機及び凝縮器間で作動媒体を循環させながら、発電装置において発電を行うことが
できる。
【００１４】
　前記発電システムは、車載用のシステムであってもよい。この態様では、車両に搭載さ
れて利用されるため、車両で必要な電力の供給源として利用することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように、本発明によれば、発電機を冷却する際の作動媒体の流通抵抗を抑
制できるとともに、簡易な構成で発電機の冷却を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係る発電システムの全体構成を概略的に示す図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線における断面図である。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線における断面図である。
【図４】前記発電システムに設けられた発電装置を部分的に拡大して示す図である。
【図５】本発明のその他の実施形態における膨張機を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１８】
　本実施形態による発電システム１は、ランキンサイクルを利用した発電システムであり
、図１に示すように、発電装置２と、凝縮器６と、循環ポンプ８と、蒸発器１０とを備え
ている。発電装置２、凝縮器６、循環ポンプ８及び蒸発器１０はこの順で循環流路４に設
けられている。循環流路４には作動媒体が循環する。作動媒体としては、例えばＲ２４５
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ｆａ（１，１，１，３，３－ペンタフルオロプロパン）等の沸点の低い冷媒が用いられる
。したがって、発電システムは、低温の廃熱から動力を回収するバイナリー発電方式とな
っている。なお、本発電システムは、車載用のシステムとして構成されている。
【００１９】
　発電装置２は、スクリュ式膨張機（以下、単に膨張機という）１４と、発電機１６と、
これら膨張機１４及び発電機１６を互いに連結された状態で収容するケーシング１２とを
備えている。発電装置２は、膨張機１４においてガス状の作動媒体を膨張させることによ
り、発電機１６を駆動する力を取り出す。なお、発電装置２の詳細については後述する。
【００２０】
　凝縮器６は、膨張機１４から排出されたガス状の作動媒体を凝縮させて液状の作動媒体
とするものである。凝縮器６は、ガス状の作動媒体が流れる作動媒体流路６ａと、外部か
ら供給される冷却媒体が流れる流路６１と接続されることによりその冷却媒体が流れる冷
却媒体流路６ｂとを有している。作動媒体流路６ａを流れる作動媒体は、冷却媒体流路６
ｂを流れる冷却媒体と熱交換することにより凝縮する。
【００２１】
　循環ポンプ８は、循環流路４における凝縮器６の下流側（蒸発器１０と凝縮器６との間
）に設けられており、循環流路４内で作動媒体を循環させるためのものである。循環ポン
プ８は、凝縮器６で凝縮された液状の作動媒体を所定の圧力まで加圧して蒸発器１０に送
り出す。循環ポンプ８として、インペラをロータとして備える遠心ポンプや、ロータが一
対のギアからなるギアポンプ等が用いられる。
【００２２】
　蒸発器１０は、循環流路４における循環ポンプ８の下流側（循環ポンプ８と発電装置２
との間）に設けられている。蒸発器１０は、作動媒体が流れる作動媒体流路１０ａと、加
熱媒体が流れる加熱媒体流路１０ｂとを有している。加熱媒体流路１０ｂは加熱媒体回路
６２に接続されていて、この加熱媒体流路１０ｂには、外部の熱源から供給された加熱媒
体が流れる。作動媒体流路１０ａを流れる作動媒体は、加熱媒体流路１０ｂを流れる加熱
媒体と熱交換して蒸発する。
【００２３】
　以上の構成により、本実施形態による発電システムでは、作動媒体が循環流路４を通じ
て蒸発器１０、発電装置２、凝縮器６及び循環ポンプ８を順に流れるという循環回路が構
成されている。
【００２４】
　次に、発電装置２の構成について詳細に説明する。
【００２５】
　発電装置２の膨張機１４は、各々軸回りに回転する一対の膨張機ロータ３２を有してい
る。各膨張機ロータ３２は、その外周面に沿って螺旋状に形成された歯を有するスクリュ
ロータによって構成されている。図２に示すように、両膨張機ロータ３２の歯は互いに噛
み合っており、各ロータ３２が回転するのに伴い、噛み合い箇所が軸方向の次第に移動す
るようになっている。
【００２６】
　各膨張機ロータ３２は、図１に示すように、それぞれ回転軸３４を有している。回転軸
３４はそれぞれ、膨張機ロータ３２から軸方向の一方に延びる第１軸部３４ａと、膨張機
ロータ３２から軸方向の他方に延びる第２軸部３４ｂとを有する。
【００２７】
　発電機１６は、一方の膨張機ロータ３２と第２軸部３４ｂを介して連結された発電機ロ
ータ３８と、発電機ロータ３８を囲むように配置されたステータ４０とを有している。す
なわち、発電機１６は、発電機ロータ３８がステータ４０の内側に配置されたインナーロ
ータ型の発電機として構成されている。ステータ４０は、ステータコア４０ａとステータ
コア４０ａに装着されたコイル４０ｂとを備えている。発電機ロータ３８は、鉄心及び巻
き線を有している。発電機ロータ３８は、膨張機ロータ３２と一体的に回転する。
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【００２８】
　膨張機１４及び発電機１６を収容するケーシング１２は、両端が開口した筒状の胴部２
２と、胴部２２の一端側の開口を塞ぐように胴部２２の一端部に結合される第１蓋部２３
と、胴部２２の他端側の開口を塞ぐように胴部２２の他端部に結合される第２蓋部２４と
、を有している。胴部２２、第１蓋部２３及び第２蓋部２４は何れも金属製である。第１
蓋部２３は有底の筒状に形成されており、第１蓋部２３の底部２３ａには、循環流路４が
接続される導入ポート２６が形成されている。第２蓋部２４は有底の筒状に形成されてお
り、第２蓋部２４の底部は、第１蓋部２３と異なり、塞がれている。胴部２２には、循環
流路４が接続される吐出ポート２７が形成されている。
【００２９】
　胴部２２には、その軸方向中間部に隔壁部２２ａが形成されている。隔壁部２２ａによ
ってケーシング１２内には、膨張機１４が収容される膨張機収容室１２ａと、発電機１６
が収容される発電機収容室１２ｂとが形成されている。隔壁部２２ａには、軸方向に貫通
する貫通孔が形成されており、この貫通孔には、第２軸部３４ｂを回転自在に支持する軸
受２８が嵌め込まれている。この軸受２８は、膨張機ロータ３２と発電機ロータ３８との
間に位置しており、各第２軸部３４ｂに対応して２つ設けられている。
【００３０】
　膨張機収容室１２ａは、仕切部２２ｂによって流入室２９と吐出室３０とに仕切られて
いる。仕切部２２ｂは、隔壁部２２ａに対して発電機１６とは反対側に位置し、かつ隔壁
部２２ａとの間に空間を形成するように設けられている。流入室２９は、仕切部２２ｂと
第１蓋部２３とによって区画された空間であり、膨張機収容室１２ａ内において導入ポー
ト２６が開口する空間である。吐出室３０は、仕切部２２ｂと隔壁部２２ａとによって区
画された空間であり、膨張機収容室１２ａ内において吐出ポート２７が開口する空間であ
る。
【００３１】
　仕切部２２ｂには、開口部が形成されており、この開口部には膨張機ロータ３２が配置
されている。仕切部２２ｂは、胴部２２本体の上壁から内側（図１における下側）に突出
するように形成された上側部と、胴部２２本体の底壁から内側（図１における上側）に延
出された下側部とを有している。図２に示すように、上側部の下面２２ｃは、膨張機ロー
タ３２の外形形状に対応した２つの円弧状に形成されており、下側部の上面２２ｄは、膨
張機ロータ３２の外形形状に対応した２つの円弧状に形成されている。そして、上側部の
下面２２ｃと下側部の上面２２ｄとの間に形成された開口部内に一対の膨張機ロータ３２
が配置されている。膨張機ロータ３２と上側部の下面２２ｃと下側部の上面２２ｄとの間
の空間は、作動媒体が導入される空間となり、この空間内において、互いに噛み合った歯
同士の間に形成される空間が、膨張室４４となる。膨張室４４は、膨張機ロータ３２の回
転に伴って軸方向に移動しつつ容積が次第に大きくなる。このため、膨張室４４内におい
て、作動媒体は漸次膨張する。
【００３２】
　仕切部２２ｂの軸方向一端部には、図１及び図３に示すように、第１軸部３４ａの軸受
４６を保持する軸受保持部４７が固定されている。軸受保持部４７には、図３に示すよう
に、一対の軸受４６が取り付けられており、これら軸受４６を介して一対の第１軸部３４
ａが回転自在に支持されている。
【００３３】
　仕切部２２ｂの上側部には、軸方向の一端部（第１蓋部２３側の端部）が切り欠かれる
ことによって流入口４９が形成されている。流入口４９は、流入室２９と仕切部２２ｂの
開口部内とを連通しており、流入室２９内の作動媒体は、膨張機ロータ３２の一端部（第
１蓋部２３側の端部）の上側に位置する流入口４９を通して開口部内に導入される。
【００３４】
　仕切部２２ｂの下側部は、膨張機ロータ３２の一端部側を支持している。このため、膨
張機ロータ３２の他端部（第２蓋部２４側の端部）においては、膨張室４４は吐出室３０
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と連通している。膨張室４４と吐出室３０とを連通する開口（流出口５０）は、膨張機ロ
ータ３２の下側に位置しており、膨張室４４内で膨張した作動媒体は、この流出口５０を
通して吐出室３０に排出される。
【００３５】
　発電機収容室１２ｂは、胴部２２の隔壁部２２ａと第２蓋部２４とによって区画された
空間である。発電機収容室１２ｂに収容された発電機１６は、発電機収容室１２ｂ内にお
いて軸方向の中間部に配置されている。したがって、発電機収容室１２ｂの内部は、発電
機１６によって前方部１２ｃと後方部１２ｄとに分かれている。前方部１２ｃは、発電機
１６よりも前方（発電機１６に対して膨張室４４側）に位置する空間である。後方部１２
ｄは、発電機１６よりも後方（発電機１６に対して膨張室４４とは反対側）に位置する空
間である。前方部１２ｃと後方部１２ｄとはステータコア４０ａと発電機ロータ３８との
間のギャップを通して連通している。
【００３６】
　発電機１６のステータコア４０ａは、図４に示すように、ケーシング１２の第２蓋部２
４に形成された段差部５２によって位置決めされた上で、第２蓋部２４に固定されている
。段差部５２は、第２蓋部２４のうち、底部２４ａの周縁部に形成された筒部２４ｂに、
径方向内側に突出するように形成されている。段差部５２は、筒部２４ｂの周方向に全体
に亘って連続して形成されているが、周方向に断続的に形成されていてもよい。段差部５
２における胴部２２側の端面５２ａは軸方向に略垂直な面となっている。
【００３７】
　ステータコア４０ａは、第２蓋部２４に圧入されていて、ステータコア４０ａの外周面
（径方向当接部）は、第２蓋部２４の筒部２４ｂにおける内周面に当接し、ステータコア
４０ａの一端面（軸方向当接部）は、段差部５２における胴部２２側の端面５２ａに当接
している。したがって、発電機１６は、第２蓋部２４によってケーシング１２内の所定位
置に保持されている。
【００３８】
　ケーシング１２には、図１に示すように、第１連通部５３と第２連通部５４とが設けら
れている。第１連通部５３は、膨張機ロータ３２よりも上側の位置で、隔壁部２２ａを貫
通する貫通孔によって構成されている。第１連通部５３の一端部は、仕切部２２ｂの上側
部において、膨張機ロータ３２の軸方向中間部に面している。このため、第１連通部５３
は、膨張過程の途中にある膨張室４４と連通する。第１連通部５３の他端部は、発電機収
容室１２ｂの前方部１２ｃに面している。したがって、第１連通部５３は、膨張室４４と
発電機収容室１２ｂの前方部１２ｃとを連通している。
【００３９】
　第２連通部５４は、膨張機ロータ３２よりも下側の位置で、隔壁部２２ａを貫通する貫
通孔によって構成されている。第２連通部５４の一端部は、吐出室３０に面しており、他
端部は、発電機収容室１２ｂの前方部１２ｃに面している。したがって、第２連通部５４
は、発電機収容室１２ｂの前方部１２ｃと吐出室３０とを連通している。
【００４０】
　ここで、本実施形態による発電システムの運転動作について説明する。循環ポンプ８が
駆動されると、循環ポンプ８から送出された液状の作動媒体は、蒸発器１０の作動媒体流
路１０ａに流入する。この作動媒体は、加熱媒体流路１０ｂを流れる加熱媒体によって加
熱されて蒸発する。蒸発器１０で蒸発した作動媒体は、導入ポート２６から発電装置２の
流入室２９内に導入される。流入室２９に流入した作動媒体は、仕切部２２ｂに形成され
た流入口４９から膨張室４４に導入される。作動媒体が膨張室４４内に導入されることに
より、膨張機ロータ３２が回転駆動され、発電機１６の発電機ロータ３８が回転して発電
が行われる。このとき、膨張機ロータ３２の回転に伴い、膨張室４４は、軸方向に移動し
つつ作動媒体を漸次膨張させる。したがって、膨張室４４内の作動媒体の圧力は漸次低下
する。そして、発電に利用された作動媒体は、流出口５０から吐出室３０内に吐出される
。膨張室４４は、膨張過程の途中で第１連通部５３が連通するため、膨張室４４内の作動
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媒体の一部は、第１連通部５３を通して発電機収容室１２ｂ内の前方部１２ｃに導入され
る。この作動媒体は、前方部１２ｃ内を流れるが、このとき、ステータ４０のコイル４０
ｂ、発電機ロータ３８を冷却する。そして、前方部１２ｃ内の作動媒体は第２連通部５４
を通して吐出室３０内の作動媒体に合流される。すなわち、膨張過程の途中にある膨張室
４４内の圧力が、吐出室３０内の圧力よりも高圧となっているため、両者の圧力差によっ
て、作動媒体が発電機収容室１２ｂ内を流通する。このとき、発電機収容室１２ｂにおい
ては、後方部１２ｄを構成する第２蓋部２４が塞がれているため、前方部１２ｃ内の作動
媒体は、ほとんど後方部１２ｄ内に流れ込まない。
【００４１】
　吐出室３０内の作動媒体は、吐出ポート２７を通して循環流路４に排出される。発電装
置２から排出されたガス状の作動媒体は、凝縮器６の作動媒体流路６ａに導入される。凝
縮器６においては、作動媒体は、冷却媒体流路６ｂを流れる冷却媒体によって冷却されて
凝縮する。この液状の作動媒体は、循環流路４を流れて循環ポンプ８に吸入される。循環
流路４では、このような循環が繰り返されて発電装置２において発電が行われる。
【００４２】
　以上説明したように、本実施形態では、膨張室４４と発電機収容室１２ｂとが第１連通
部５３によって連通する。一方、発電機収容室１２ｂと膨張室４４よりも下流側の部位と
が第２連通部５４によって連通している。膨張室４４よりも下流側の部位は、膨張過程の
途中にある膨張室４４内よりも低圧となっているため、両者の圧力差によって、膨張室４
４内の作動媒体が第１連通部５３を通して発電機収容室１２ｂに流れ、その後、第２連通
部５４を通して膨張室４４よりも下流側の部位に流れる。このため、発電機収容室１２ｂ
内の作動媒体によって発電機１６を冷却することができる。したがって、冷却用の配管を
新たに設けることなく簡易な構成で、作動媒体による発電機の冷却が可能となっている。
また、第２連通部５４が発電機１６に対して膨張室４４側に位置し且つ膨張室４４よりも
下流側の部位と、発電機前方部１２ｃとを連通しているため、作動媒体は、発電機１６内
を流れることなく（或いは発電機１６内を流れることがあったとしても僅かに）発電機収
容室１２ｂ内を流れる。このため、発電機収容室１２ｂ内を流れる際の作動媒体の流通抵
抗が大きくならない。したがって、前記圧力差によって作動媒体を有効に流動させること
ができ、発電効率が低下することを防止することができる。しかも、作動媒体が発電機１
６内を流れることがなく、或いは発電機１６内を流れることがあったとしても僅かである
ため、異物が作動媒体に含まれている場合であっても、発電機１６内に異物が入り込む虞
は少ない。
【００４３】
　また本実施形態では、ステータ４０のコイル４０ｂが発電機収容室１２ｂの前方部１２
ｃ内で作動媒体が流れる流路に面しているため、発熱しやすいコイル４０ｂを効率的に冷
却することができる。
【００４４】
　また本実施形態では、ステータコア４０ａがケーシング１２に接合されているため、ス
テータコア４０ａの熱がケーシング１２に直接伝わるが、この熱はケーシング１２を通し
て放熱させることができる。また、ケーシング１２に段差部５２が設けられているため、
軸方向におけるステータ４０の位置決めを容易に行うことができる。また、段差部５２の
軸方向の位置を調整することにより、流路の幅の設計が容易となる。したがって、前方部
１２ｃ内を流れる作動媒体の流量が調整され、発電機１６を効率よく冷却できるとともに
、膨張機１４を駆動する作動媒体量が過度に低下してしまうことを防止することができる
。
【００４５】
　また本実施形態では、第２連通部５４が吐出室３０に繋がっているため、ケーシング１
２内の構成が複雑化することを抑制でき、コスト面で有利となる。
【００４６】
　なお、本発明は、前記実施形態に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で
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種々変更、改良等が可能である。前記実施形態の発電システム１は車載用のシステムとし
て構成されているが、これに限られるものではない。例えば、坑井（蒸気井）から採取さ
れた蒸気や、工場等から排出された蒸気のほか、太陽熱を熱源とする集熱器により生成さ
れた蒸気や、エンジン、圧縮機等の排熱から生成された蒸気や温水、バイオマスや化石燃
料を熱源とするボイラーから生成された蒸気、温水等を加熱媒体として、これら蒸気等の
熱を回収して発電を行う発電システムとして構成してもよい。
【００４７】
　前記実施形態では、第２連通部５４が吐出室３０に繋がる構成となっているが、これに
限られるものではない。例えば、第２連通部５４が隔壁部２２ａを貫通するのではなく、
ケーシング１２の胴部２２を貫通するととともに、配管によって循環流路４に接続される
構成、或いは胴部２２を貫通して配管によって凝縮器６に直接接続される構成となってい
てもよい。
【００４８】
　前記実施形態では、膨張機１４が螺旋状に形成された歯を有するスクリュロータによっ
て構成された一対の膨張機ロータ３２を有しているが、この構成に限られない。例えば、
図５に示すように、膨張機１４がスクロールタイプの膨張機として構成されていてもよい
。この場合、膨張機１４は、渦巻き状に形成された固定スクロール６５と、この固定スク
ロール６５に対して一部が接触した状態で稼働する旋回スクロール６６と、両スクロール
６５，６６を収容するケーシング１２と、を有している。ケーシング１２の径方向中央部
に導入ポート２６が形成されており、ケーシング１２の外周部に吐出ポート２７が形成さ
れている。そして、導入ポート２６を通して、固定スクロール６５及び旋回スクロール６
６間の膨張室４４に導入された作動媒体が旋回スクロール６６を動作させる。旋回スクロ
ール６６が回動することにより、膨張室４４内の容積が漸次大きくなり、作動媒体は次第
に膨張する。ケーシング１２の径方向中間部には、第１連通部５３の一端部が開口してい
るため、膨張過程にある作動媒体の一部は、第１連通部５３を通して発電機収容室１２ｂ
内の前方部１２ｃに導かれる。この構成でも、膨張室４４内の作動媒体の圧力と、吐出室
３０内の作動媒体の圧力との圧力差によって、発電機収容室１２ｂ内に作動媒体を流通さ
せることができる。
【符号の説明】
【００４９】
　１　発電システム
　２　発電装置
　４　循環流路
　６　凝縮器
　８　循環ポンプ
　１０　蒸発器
　１２　ケーシング
　１２ａ　膨張機収容室
　１２ｂ　発電機収容室
　１２ｃ　前方部
　１２ｄ　後方部
　１４　膨張機
　１６　発電機
　２２　胴部
　２２ａ　隔壁部
　２２ｂ　仕切部
　２３　第１蓋部
　２４　第２蓋部
　２６　導入ポート
　２７　吐出ポート
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　２９　流入室
　３０　吐出室
　３２　膨張機ロータ
　３４　回転軸
　３８　発電機ロータ
　４０　ステータ
　４０ａ　ステータコア
　４０ｂ　コイル
　４４　膨張室
　４９　流入口
　５０　流出口
　５２　段差部
　５２ａ　端面
　５３　第１連通部
　５４　第２連通部

【図１】 【図２】
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【図５】
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